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労働人口を支える40代社員の課題に
企業はどう対応すべきか

◆40代社員が足りない!?

昨年、「40代前半の社員が少ない」との某大手企
業トップのコメントが話題になりました。

40代前半層といえば、就職氷河期世代に該当しま
す。つまり、採用を極端に少なく調整した時期で、
2018年の新卒求人倍率が1.78倍なのに対し、氷河期
の底であった2000年はたったの0.99倍（リクルート
ワークス研究所「大卒求人倍率調査」より）だった
のです。

「その結果だろう。何を今さら」といった反感が
ネットを中心に飛び交いました。

◆企業が求める40代

「氷河期世代は採用人数も少ないため、出世もし
やすい」と勘違いされがちですが、企業が求める40
代は、例えば20代で経験を積み、リーダー職や係長
職を経て、30代後半で課長、40代で部長等上級ポス
トを担える人材で、氷河期世代の40代は採用の対象
になりにくいといわれています。

◆賃金構造基本統計調査からみる40代

「賃金構造基本統計調査」とは、政府が主要産業
に雇用される労働者について、その賃金の実態を労
働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、
勤続年数および経験年数別に明らかにすることを目
的として、毎年６月(一部は前年１年間)の状況を調
査している調査です。

2018年６月に公表された結果によると、2010～
12年平均と2015～17年平均の比較では、全年齢平
均では31.0万円から31.9万円と増加しているものの、
40～44歳および45～49歳の年齢層では５年前の水
準に比べて減少しています。

また、常用労働者数100人以上の企業における部
長級、課長級の役職比率を見ると、５年前と比較し
て全体的に昇進が遅くなっていることがわかります。
一方、常用労働者数100人以上の企業における部長
級、課長級の人数は、比率が低下している中でもむ

◆衛生委員会等での策定が必要

指針案によれば、「取扱規程の策定に当たっては、
衛生委員会等を活用して労使関与の下で検討し、策定
したものを労働者と共有することが必要」としていま
す。共有の仕方については、「就業規則その他の社内
規程等により定め、当該文書を常時作業場の見やすい
場所に掲示し、又は備え付ける、イントラネットに掲
載を行う等により周知する方法が考えられる」として
います。

なお、衛生委員会等の設置義務のない事業場について
は、「関係労働者の意見を聴く機会を活用する等、労
働者の意見を聴いた上で取扱規程を策定し、労働者に
共有することが必要」としています。

◆平成31年４月１日までに準備を進めましょう

この健康情報取扱規程策定義務については、平成31
年４月１日施行と、比較的準備期間に余裕があります
が、その分見落としがちとも言えます。心配だという
場合は、その他の改正と併せて行う就業規則等の見直
しと一緒に準備を進められないか、専門家に相談して
みるのもよいでしょう。

９月の税務と労務の手続［提出先・納付先］

１０日
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
［郵便局または銀行］
○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採
用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一
括有期事業を開始している場合＞[労働基準監督署]

１０月１日
○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書
の提出［公共職業安定所］

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない
場合)<雇入れ・離職の翌月末日>［公共職業安定所］

しろ増加しており、役職比率の低下は世代の労働者数
の増加に起因しているようです。

また、役職者数の増加は45歳以上の課長級が中心で
あることから、上級ポストが空かないことによるポス
ト待ちのような状況が多く発生している可能性があり、
下手をすると、「生涯ヒラ社員」で終わる社員が多く
発生する可能性があります。

バブル期入社世代にあたる40代後半、団塊ジュニア
にあたる40代半ばにかけては、労働者のボリューム
ゾーンです。企業が求める40代になっていない層、ポ
スト待ち層のモチベーションを下げずにどう活躍して
もらうか、フォローやメンテナンスが今後の課題にな
りそうです。

従業員の健康情報取扱規程の策定が必要に

◆働き方改革法で規定

働き方改革法成立を受け、主に労働時間に関する改
正が話題になっています。しかし、この法律によって
変わるのはそれだけではありません。

労働安全衛生法改正により産業医や産業保健機能の
強化がなされ、労働基準法改正による長時間労働抑制
と両輪となって労働者の健康確保が図られるようにな
るのです。

具体的には、労働安全衛生法に第104条として「心
身の状態に関する情報の取扱い」という規定が新設さ
れ、会社に従業員の健康情報取扱規程策定が義務づけ
られます。

◆規程の内容等は指針で明らかに

厚生労働省の労働者の心身の状態に関する情報の取
扱いの在り方に関する検討会では、４月下旬から事業
場内における健康情報の取扱いルールに関する議論を
行い、７月25日に指針案を示しました。

案では、個人情報保護法の定めに基づき、事業場の
実情を考慮して、(1)情報を必要な範囲において正確・
最新に保つための措置、(2)情報の漏えい、紛失、改ざ
ん等の防止のための措置、(3)保管の必要がなくなった
情報の適切な消去等、について適正に運用する必要が
あるとして、規定すべき事項を９つ示しています。


